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1)新潟県 におけ る集団災害対策

須藤 透 儲 畏繁霊部)

1. 地域防災計画

･災害対策基本法に基づき,県,市町村が作成する.

･災害対策基本法では,地震等の異常な自然災害の他

に多数の者の遭難を伴 う船舶の沈没等の大規模な事

故による被害 も災害に含めている.

･新潟県地域防災計画には,災害対策本部の設置,医

療救護,傷病者の搬鼠 通信網の確保,交通規制等

の災害応急対策や防災訓練等及び県,市町村, 日本

赤十字殻二新潟支部,県医師会等の防災関係槻関の役

割等をこついて記載 している.

2. 救急業務計画の作成

･消防庁の指導により消防本部は集団災害発生時等をこ

おける救急業務計画を作成 している.

3. 救急医療体制の整備

･救急施設の告示,救急医療情報 システムの整備

･1. 個別対応

書新潟空港,高速道路等における災害対策

2)集団災害および災害医療 における日本赤十

字社の活勤

笠原 -伝 (晶表裏妄藁社)

昭和27年, 日本赤十字社は ｢日本赤十字社法｣により

国内唯一の認められた救護団体として蒋出発した.災害

関係法簿にもその健傘と役割が規定されています,

災害時の活動は次の5項 目です.

1. 医療救護活動

2.救援物資の備蓄と配分

3. 災害時の血液製剤の供給
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4. 義援金の受付と配分

5. その他災害時をこ必要な業務

1は長岡赤 卜字病院.コ･L!1･5はL周l(支弧 3は血

赤十字の搬寮活動は珂赤支部 ･病院 ･血液センタ-の

県内組織をあげて実施きれます.

また赤十字奉仕団を含めた ｢防災ボラソティア｣とい

うボランティアの参加が,赤十字の災害救護活動の大き

な特徴といえます.

3)救急隊の対応 ･--多発傷病者事故 におけ る

救急活動

伊州 牽 (新潟市消防局)

救急要請には,さまざまなものがありますが,航空餓

事故や列車事故あるいは大地震などにより,-度に多数

の傷病者が発生 した場合には,救急隊と医療顔閑の対応

能力を超え,平常時の救急システムでは対応困難な事態

が発生すると考えられます.

新潟市消防局では災害を大きく ｢広域多発特殊災害事

故｣と ｢集団特殊災害事故｣をこ分けて対応をしています.

しかし当消防局の消防力を超える多数の傷病者が発生 し

た場合,近隣市町村とも応援協定を結んで対応 していま

すが,E3本赤十字社,新潟市医師会等の医療関係団体と

協力体制が必要不可欠です.今後, 有事に備え,医東磯

関の受け入れ体制の確立, 卜Uヂ-ジタッグの統-など

と併せて,関係機関が定期的に総合訓練を実施 しておか

なければならない.

4)県医師会の立場から

和田 寛治 (県医師会理事)

現在県医師会には県の防災計画大綱に従って県医師会

救護活動要項並びをこ要項細則に従って救護艶の編成等,

地域医師会を中心に活動することになって屠 りますが,

30年前の新潟地震以降の活動は全 くありません.

今r-L--,lは至近左側として中華航空職事故発生時に対応 し

た救急医療システムの発進県である愛知県医師会の活動

を紹介 し,今後,新潟県医師会として行政との連携プレ

イは勿論のこと如何なる行動をすべきか私見を率心に言

及 した.まず第一に､救急医療情報七ン'L-1を県医師会

内部に設置 し,行政区骨から州ヒ･中 書下越にサブセソタ-


